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総括研究報告書 
 

在宅医療を必要とする患者像の検討と地域特性に合わせた 
在宅医療提供体制の構築に関する研究 

 
 研究代表者 田宮菜奈子 筑波大学医学医療系 教授／ 

   ヘルスサービス開発研究センター センター長 

 

研究要旨 
背景：令和 5年度においては、本研究の実施基軸 3点のうち、①データ分析において「COVID-

19 パンデミック前後の在宅死の割合の変化を検討し、関連する因子を明らかにすることを

目的とした」研究を行った（研究 1）。また本研究課題の研究期間最終年度にあたり、本研

究課題に対する総括的示唆を得ることを目的に、在宅医療の現状の実態把握と今後の在宅

医療における必要な施策を検討する視点等から、在宅医療や高齢者医療に関する深い知見

を有する有識者で、多角的な議論を行った（研究 2）。 

方法：（研究 1）オープンデータを用いて、2015年から 2021年までの全死亡に占める在宅死

の割合を記述した。また、市町村レベルのデータを用いて、2019年から 2021年までの在宅

死の割合の増加に関連する要因を検討した。従属変数は、2019年から 2021年までの在宅死

の割合の絶対変化とした。独立変数には、各自治体の 2019年の在宅死割合、高齢者人口あ

たりの医療資源および介護施設、人口密度、COVID-19 の累積症例数を用いた。各変数を標

準化し、多変量線形回帰分析を行った。（研究 2）2023年 10月 23日(月)15時～16時半に、

Zoom にて研究班会議を開催し、本研究班におけるこれまでの研究成果を元にディスカッシ

ョンを行った。研究成果の報告は、孫分担研究者よりデータ分析結果について、伊藤分担研

究者よりレビュー結果およびヒアリング調査結果について行われた。各報告の後、参加者よ

り成果に関する質問がなされた。また参加者より各自視点に基づいた見解が述べられた。 

結果：（研究 1）2015 年、2019 年、2021 年の在宅死亡の割合はそれぞれ 12.7％、13.6％、

17.2％であり、COVID-19パンデミック後に在宅死割合が増加したことが示された。1,696市

町村を対象とした多変量線形回帰分析では、従来型在宅療養支援診療所・病院（β係数［95％

信頼区間（CI）］、0.19［0.01–0.37］）、機能強化型在宅療養支援診療所・病院（0.53［0.34–

0.71］）、訪問看護師数（0.26［0.06–0.46］）、人口密度（0. 44［0.21–0.67］）、COVID-19の

累積症例数（0.49［0.27–0.70］）は在宅死の増加と正の関連を示したが、介護老人福祉施設

定員の病床数（-0.55［-0.74–-0.37］）、2019年の在宅死割合（-1.24［-1.44–-1.05］）は負

の関連を示した。（研究 2）在宅医療は、高齢化社会における持続可能な医療システムを構

築する上で極めて重要である。しかし、その普及と効果的な実施には多くの課題が残ってい



る。リスクスコアリングシステムの精度向上や地域間格差の是正、機能強化型在宅医療の拡

充が必要とされている。また、効率的な医療資源の活用と患者満足度の両立には、各職種の

役割の再定義と多職種連携が不可欠であり、家族の負担や経済的アクセスも考慮しながら

支援を強化すべきである。地域包括ケアシステムの進化を目指し、地域ごとの柔軟なアプロ

ーチと小規模プロジェクトを取り入れることで、実践的な医療介護連携のモデルを形成で

きると期待される。今後、在宅医療の持続可能な発展には、地域間連携の強化と各ステーク

ホルダーとの連携による具体的な行動計画の策定が必要である。医療サービスの経済的ア

クセス改善や情報共有システムの整備を進めることで、効率的かつ質の高い在宅医療の普

及が期待される。 

結論：在宅での看取りにおいては機能強化型在支診・在支病の格差ない配置が必要であるこ

とが示唆され、そのためには多くの医療機関が機能強化型在支診・在支病を採用できるよう

支援の強化が求められると考えられた。 

A． 研究目的 
我が国における在宅医療の需要の増加

および人口規模や高齢化率、医療資源や高

齢者入居施設数等における地域差などを

背景に、地域の特性に応じた在宅医療提供

体制を構築する必要がある。そのためには、

まず現実社会での在宅医療や介護サービ

ス状況の実態把握としての広範なデータ

収集分析が必要であり，データに基づく分

析と検討が不可欠である。さらに、在宅医

療を利用している患者を整理することで、

通院困難に関連する要因のスコア化、通院

困難度の分類や新たな指標作成により在

宅医療を必要とする対象者を明確化し、ニ

ーズに合った医療提供が可能になると考

える。 
そこで本研究全体では、我々のこれまで

の経験とリソースを十分に活用し、この 3
つを研究の軸とした。 
① データ分析：自治体あるいは全国の医

療・介護レセプト突合データの分析を

用いて、在宅医療の提供状況・受療者

特徴を記述する。また全国規模の公表

データを用いて在宅医療の提供実態

および家族介護者の状況を把握する。 
② 実態調査：医療介護多職種や患者家族

へのヒアリングや質問紙調査により、

在宅医療の実態を詳細に把握する。 
③ レビュー：在宅医療整備における先進

自治体や海外の事例について、事例・

情報収集し、参考となる仕組み・制度

等についてレビューを行う。 
令和 5 年度においては、2020 年 1 月か

ら発生した COVID-19 のパンデミックの

中における在宅医療での看取りの実態か

ら在宅医療の役割を考察し、また、研究期

間最終年度を受け、これまでの研究成果か

ら総括的示唆を得るべく、下記の 2 点を

研究目的とした 
（研究 1）全国データを用いて COVID-19

パンデミック中の在宅死割合の変化を記

述し、この増加に関連する地域要因を探索

する。 

（研究 2）本研究課題におけるこれまでの

研究成果の報告を行い、有識参加者から研

究成果や今後の在宅医療において必要な



 

視点を共有することによって、各研究参画

者より本研究課題に対する総括的示唆を

得る。 

 

B． 研究方法 

（研究 1） 

データセット 

厚生労働省が公開している、在宅医療に

かかる地域別データ集 7を用いて市町村別

のデータを入手した。このウェブサイトで

は、さまざまな調査データが市区町村ごと

に再集計されており、1,741の市町村レベ

ルでの高齢者人口、医療・介護施設資源、

在宅死の割合等のデータが含まれている。

我々はこのデータに加えて、医療施設調査

8 の元データを用いて、病床数の情報を入

手した。また、各自治体の人口密度は 2020

年の国勢調査 9 から、累積 COVID-19症例

数は厚生労働省が公開している COVID-19

感染症情報 2から入手した。 

 

従属変数および独立変数 

在宅死割合は、自宅での死亡を年間の死

亡総数で除した数を示した。2019 年から

2021 年までの自治体別の在宅死割合の絶

対変化を従属変数と定義した。独立変数に

は、各自治体の 2019 年の在宅死割合、医

療資源（病院病床数、一般診療所数、従来

型在宅療養支援診療所・病院数（在支診・

在死数）、機能強化型在支診・在支病数、

訪問看護師数）、介護施設（介護老人福祉

施設定員、介護老人保健施設定員、介護療

養型医療施設病床数）、人口密度、2021 年

12 月までの COVID-19 累積症例数を含め

た。COVID-19 の累積症例数に関しては市

町村レベルのデータが入手できなかった

ため、都道府県レベルのデータを用いた。

病院病床数は、病院の総病床数から精神科

病床数を差し引いた数を算出した。人口密

度のみ 2020 年のデータを用い、他の変数

に関しては 2019 年のデータを用いた。医

療資源、介護施設に関しては各自治体の

65 歳以上の高齢者数で除した変数を用い

た。(表中では「高齢者人口 1万人当たり」

として示されている）。65歳以上の人口で

除した理由は、(i)死亡の 90％以上が 65

歳以上で発生していること 10、(ii)訪問診

療の大部分（95％以上）がこの年齢層に対

して実施されていること 11 ためである。

COVID-19 の累積症例数は各都道府県の総

人口で除した。   

 

統計分析 

まず、全国の 2015年から 2021年までの

総死亡者数と在宅死の割合の推移を調べ、

パンデミック前後の在宅死割合の傾向を

明らかにした。次に、全国の自治体におけ

る 2019 年から 2021 年までの在宅死割合

の絶対値の変化を図示することで、パンデ

ミック後の在宅死割合の変化の地域差を

示した。その後、1,741自治体における各

変数の要約統計量を求めた。最後に 2019

年から 2021 年にかけての在宅死割合の増

加と関連する要因を多変量回帰分析によ

り明らかにした。この分析では、2019 年

または 2021 年に在宅死が発生しなかった

45の市町村を除外し、1,696の市町村を対

象とした。すべての変数について、標準化

（平均＝0、標準偏差＝1）した後に解析を

実施した。 

さらに感度解析として、在宅死割合の絶

対変化の中央値をカットオフ値として、自



 

治体を 2つのグループ（在宅死割合の増加

が多い群と小さい群）に分類し、ロジステ

ィック回帰分析を行った。  

事後解析として、スピアマンの相関係数

を用いて、人口密度と従来型在支診・在支

病数、および人口密度と機能強化型在支

診・在支病数との相関を評価した。  

すべての解析は STATA version 15

（Stata Corp.）を用いて行った。統計的

有意性は p<0.05とした。 

 

倫理的配慮 

本研究では公開されているデータのみ

を使用したため、倫理的承認は得ていない。 

 

（研究 2） 

2023 年 10 月 23 日(月)15 時～16 時半

に、Zoom にて研究班会議を開催し、本研

究班におけるこれまでの研究成果を元に

ディスカッションを行った。参加者は、以

下のとおりである。 

＜研究代表者＞ 

・田宮 菜奈子（筑波大学・医学医療系・

教授） 

＜研究分担者・協力者＞ 

・佐方 信夫（筑波大学・医学医療系・客

員准教授） 

・飯島 勝矢（東京大学・高齢社会総合研

究機構・教授） 

・川越 雅弘（埼玉県立大学・大学院保健

医療福祉学研究科・教授） 

・石崎 達郎（東京都健康長寿医療センタ

ー研究所・研究部長） 

・吉江 悟（筑波大学・医学医療系・研究

員、ビュートゾルフ柏・管理者、訪問看護

師） 

・孫 瑜（筑波大学・医学医療系・助教） 

・伊藤 智子（筑波大学・医学医療系・助

教） 

 

C． 研究結果 

（研究 1） 

在宅死割合の傾向 

図 1は、日本における 2015年から 2021

年までの総死亡数と在宅死亡数の割合の

推移を示したものである。2015 年から

2019年にかけて、毎年約 20万人ずつ死亡

者数が増加しており、2020 年に減少した

が、2021 年には再び増加した。2015年、

2019 年、2021年の在宅死の割合はそれぞ

れ 12.5%、13.6%、17.2%であり、2019年か

ら 2021 年にかけて増加したことが示され

た。  

 

在宅死割合増加に関する地域差 

2019年から 2021年にかけての在宅死割

合の変化を示した図 2では、東京や大阪な

どの大都市圏で在宅死の割合がより増加

していることが示されている。 

 

在宅死の増加に関連する要因 

表 1は、1,741自治体における各変数の

要約統計量を示している。2019 年または

2021 年に在宅死がなかった自治体を除い

た 1,696 の自治体における在宅死割合の

絶対値変化は正規分布を示し、在宅死割合

の絶対値変化の中央値と平均値はともに

2.9％であった。 

多変量線形回帰分析の結果を表 2 に示

す。従来型在支診・在支病数（β係数［95％

信頼区間（CI）］は 0.19［0.01–0.37］）、機

能強化型在支診・在支病数（0.53［0.34–



 

0.71］）、訪問看護師数（0.26［0.06–0.46］）、

人口密度（0.44［0.21–0.67]）、COVID-19

の累積症例数（0.49[0.27–-0.70]）は在宅

死割合の増加と正の相関を示したが、介護

老人福祉施設定員数（-0.55[-0.74–-0.37]）

と 2019 年の在宅死割合（-1.24[-1.44–-

1.05]）は負の関連を示した。  

カットオフ値を中央値の 2.9％として

ロジスティック回帰分析を行った結果は、

従来型在支診・在支病と訪問看護数は在宅

死割合の増加と関連を認めず、一般診療所

で正の関連を認めた以外は、主解析と同様

の結果が得られた（表 3）。  

 

人口密度と在支診・在支病の相関 

図 3 は、それぞれ人口密度と従来型在支

診・在支病および機能強化型在支診・在支

病との相関を示している。スピアマンの相

関係数はそれぞれ 0.32（p＜0.001）と 0.49

（p＜0.001）であり、人口密度と機能強化

型在支診・在支病の間に中程度の相関があ

ることが示された。 

 

（研究 2） 

研究班会議での発言を元に以下のとおり、

総括的示唆をまとめた。 

 

在宅医療の評価とスコアリングシステム 

在宅医療は高齢化社会における医療シ

ステムの持続可能性を支える重要な要素

である。研究では、在宅酸素療法、要介護

度、悪性腫瘍にポイントを割り当てるスコ

アリングシステムが用いられており、この

重み付けは分析結果に基づいているが、在

宅酸素療法や悪性腫瘍の評価における重

みが結果に与える影響に対するさらなる

検討が必要である。リスクスコアの精度を

高めるために、ポジティブプレディクティ

ブバリューやネガティブプレディクティ

ブバリューなどの統計指標を提供するこ

とが求められている。これによりスコアリ

ングシステムの精度と実用性が評価され

ると考えられた。 

 

地域間格差と在宅医療のリーチ 

過疎地域や一部の自治体では、医療資源

の不足が在宅医療の普及を阻む要因にな

っている。山武市では、75 歳以上で要介

護度 4～5の人々の訪問診療受診率が著し

く低いことが問題視されている。この問題

に対して、医療スタッフ不足や医療提供体

制の地域差が大きく影響している可能性

があると指摘された。特に山武市では在宅

医療が不十分であり、つくば市や柏市と比

べて訪問診療受診率が低い。医療資源の偏

在が主な要因であり、医療ニーズへのアク

セスが限定されている。つくば市や柏市で

は在宅医療が良好に機能し、地域戦略や資

源配分がサービス提供に反映されている

とみられた。こうした地域差を縮小し、質

の高い在宅医療 を提供するために、地域

間の連携強化ということで成功例の戦略

を共有し、地域全体の医療質 向上を図る

必要があると指摘された。 

 

機能強化型在宅医療の展開と課題 

機能強化型在宅支援診療所は診療所全

体の約 2割しか普及しておらず、高基準と

厳しい要件が原因とされるが、機能強化型

の届出をしている医療機関は 高い効果を

示している。しかし、広く展開するには多

くの障壁があると考えられており、機能強



 

化型在宅支援診療所の普及に向けては多

くの医療機関が機能強化型在宅支援診療

所・病院を採用できるよう支援の強化が必

要と考えられた。 

 

海外事例の取り込みと多職種連携 

フランスでは医師による訪問診療が減

少する 一方で、重篤な患者を自宅で治療

する「在宅入院」という仕組みが広がって

いる傾向がある（令和 3年度分担報告書参

照）。これは医療リソースの効率的な利用

と患者の QOL 向上の両方を目指すもので

あり、訪問診療の減少と在宅入院の隆盛に

相関関係があるとされている。また、アメ

リカでは医療費のカバレッジが課題であ

り、Medicare による給付・助成が限定的

で訪問診療が困難な実態がある。医師によ

る訪問診療といったサービスは限られが

ちだが、患者の満足度や生活の質の向上が

依然、課題であり、一概にこうした仕組み

の取り込みには検討を要する。 

 

在宅医療における家族の負担  

在宅医療では、患者や家族が負担するコ

ストも重要である。日本では在宅治療が病

院治療に比べ経済的な負担が低い場合が

多いが、家族の時間的・精神的負担が増大

するという問題がある。在宅医療の施策運

営側がこれらの負担をどのように評価し

支援するか が今後の課題であり、家族の

介護負担や経済的制約などの消極的な要

素を理解し、適したサポートを提供するこ

とが在宅医療普及の鍵となる。 

 

地域包括ケアの進化 

地域の実態に基づく取り組みを目指す

地域包括ケアシステムにおいては、地域ご

との実態に合わせた柔軟なアプローチが

求められるが、医療資源が限られた地域で

は多職種連携が不可欠である。また、エリ

アや関係者の限られた小規模プロジェク

ト や地域主導の取り組みは住民のニーズ

に密着し、参加しやすいという利点がある。

地域包括ケアシステムを構築する上で、小

規模で効率的なアプローチをどのように

取り入れるかは重要な議論の部分である。

市町村レベルでの先進事例を取り上げる

ことで、医師会主導の大型プロジェクトだ

けでなく、実際に地域のニーズに応じた取

り組みがどのように形成されているかの

理解を深め、地域における実践的な医療介

護連携のモデルを実現化していくことが

期待される。 

 

D．考察 

（研究 1） 

本研究は、日本における COVID-19 パン

デミック時の在宅死のトレンドを明らか

にし、在宅死の増加に関連する地域要因を

特定した初めての全国レベルの研究であ

る。本研究の結果から、在宅死の増加と従

来型在支診・在支病、機能強化型在支診・

在支病、訪問看護師数、人口密度、および

COVID-19 の累積症例数との間に正の関連

が認められた。逆に、介護老人福祉施設 

定員数と 2019年の在宅死の割合との間に

は負の関連が認められた。  

COVID-19 パンデミック時に在宅死割合

が増加したという本研究の結果は、在宅医

療を提供する医療機関を対象に実施され

たアンケート調査に基づく先行研究 5の結



 

果と一致している。今回のデータではこれ

らの死亡の原因を特定することはできな

いが、COVID-19に関連する死亡は 2021年

の全死亡の約 1％と報告されていること

から 12、COVID-19 に直接起因する在宅死

亡の割合が大幅に増加する可能性は低い

と考えられる。先行研究で報告されている

ように、病床不足や入院施設の面会制限に

より、希望する看取りの場所が変化した影

響が大きかった可能性が考えられる 5,6。 

地域差については、特に都市部で在宅死

の割合の顕著な増加が観察され、多変量解

析では、この増加と人口密度との関連が示

された。これは、都市部では COVID-19 の

感染者がより多く 13、在宅看取りに対する

需要がより増加したことに加え、在宅看取

りを提供できる医療資源が都市部により

多く存在するなどの供給要因による影響

もあると考えられる。 

在支診・在支病数や訪問看護師数などの

在宅医療資源が在宅死割合の増加と関連

するという本研究の知見は、COVID-19 パ

ンデミック前に実施された先行研究 14,15

と一致している。しかし、本研究では、従

来型在支診・在支病と機能強化型在支診・

在支病を区別し、機能強化型在支診・在支

病の方がより強い関連性を示した。さらに、

ロジスティック回帰分析では、機能強化型

在支診・在支病のみが在宅死割合の増加と

関連していた。この違いの原因として、従

来型在支診・在支病は外来診療の延長とし

てソロプラクティスの医師が在宅医療を

実施していることが多く 16、在宅医療の提

供を拡大することが難しいことが考えら

れる。反対に、最低 3人の常勤医師を必要

とする機能強化型在支診・在支病は、パン

デミック時に比較的柔軟に在宅医療の提

供や看取り数を拡大することが可能であ

った可能性が考えられる。  

介護老人福祉施設定員数が在宅死の増

加と負の相関を認めたという本研究の結

果は、先行研究 14,15と一致している。3つ

の介護施設のうち、介護老人福祉施設のみ

が在宅死の増加と負の関連を示したが、こ

の結果は介護老人福祉施設がより介護ニ

ーズの高い患者を受け入れており、最も定

員数が多いという事実から説明できる 17 。 

今回のパンデミックは、病院での治療が

受けられない患者や、終末期医療を受ける

場所として在宅を希望した患者に対応す

るために、十分な在宅医療の資源を確保す

ることの重要性も強調された。しかし、本

研究の結果から、在宅医療資源、特に機能

強化型在支診・在支病においては、人口密

度によって格差があることが示された。人

口密度が低い地域は、住宅が点在している

ため、患者の自宅間を移動するのに時間が

かかり、対応できる患者数が制限されるた

め訪問診療が不利な状況である 16。その結

果、終末期医療において重要な役割を果た

す機能強化型在支診・在支病が少なくなっ

ていると考えられる。パンデミックのよう

な状況下で在宅医療の役割を強化するた

めには、人口密度に応じた機能強化型在支

診・在支病への加算の導入など、政策的な

検討が必要であろう。  

本研究にはいくつかの限界がある。第一

に、「在宅死」の分類には、患者の自宅だ

けでなく、認知症グループホームやサービ

ス付き高齢者向け住宅も含まれるが、人口

動態統計には詳細な死亡場所の分類がな

いため、区別できなかった 18。また、「在



 

宅死」は必ずしも在宅医療を受けたことを

示すものではなく、自殺、殺人、予期せぬ

突然死も含まれる。しかし、このような外

因による死亡は在宅死全体の約 6%に過ぎ

ないと報告されている 19ことから、本研究

結果への影響は大きくないと考える。第二

に、近隣の自治体の医療資源や介護施設の

影響については考慮することができなか

った。第三に、患者や家族の希望、社会経

済的要因など、測定不能な交絡因子が存在

する可能性がある。第四に、今回の知見は

観察データに基づくものであったため、因

果関係を明らかにすることは困難であっ

た。しかし、パンデミック前の調査 20では、

在宅死を希望する人が自治体の人口規模

によって大きな差がないということが報

告されており、パンデミック中は全国的に

面会制限が実施されたこと 5から、全国的

に在宅での看取りを希望する人がパンデ

ミック中に増加したことが示唆される。従

って、在宅医療資源の供給要因が、より在

宅死の増加に関連したと考えるのが妥当

であろう。 

 

（研究 2） 

研究 2 において提案された内容を元に、

今後の展望を考察する。 

「地域差の理解と対応」医療資源の差を明

確にし、在宅医療サービスを計画すること

が必要である。  

「家族介護力のサポート強化」家族負担を

軽減するリソース と家族介護を支援する

プログラムを拡充する必要がある。 

「施設と在宅の連携強化」在宅医療と施設

ケアのシームレスな連携を促進し、情報共

有システムを整備することが必要である。 

「経済的アクセスの改善」対象者の経済的

状況等も考慮したサービスの内容の検討

が求められる。 

以上、在宅医療を取り巻く複雑な課題に対

処するため、ステークホルダーと連携し、

具体的な行動計画を策定することが求め

られる。 

 

総括的考察 

研究 1 と 2 の結果に基づいた総括的考

察を述べる。研究 1において、COVID-19パ

ンデミックにおいては、病床不足や入院施

設の面会制限により、希望する看取りの場

所が変化した影響が大きかった可能性が

考えられた。また、その在宅での看取りに

は、機能強化型在支診・在支病が受け皿に

なっていたことが示唆された。一方で、従

来型在支診・在支病は外来診療の延長とし

てソロプラクティスの医師が在宅医療を

実施していることが多いことを背景に、 

在宅医療の提供を拡大することが難しか

ったとみられた。しかし機能強化型在支

診・在支病においても、人口密度によって

格差があることが示された。人口密度が低

い地域は、住宅が点在しているため、患者

の自宅間を移動するのに時間がかかり、対

応できる患者数が制限されるため訪問診

療が不利な状況である。その結果、終末期

医療において重要な役割を果たす機能強

化型在支診・在支病が少なくなっていると

考えられる。こうした実態に対し、研究 2

においては、参加有識者の意見より、機能

強化型在支診・在支病を広く展開するには

多くの障壁があると考えられており、機能

強化型在宅支援診療所の普及に向けては

多くの医療機関が機能強化型在宅支援診



 

療所・病院を採用できるよう支援の強化が

必要と考えられた。 

 

E．結論 

在宅での看取りにおいては機能強化型

在支診・在支病の格差ない配置が必要であ

ることが示唆され、そのためには多くの医

療機関が機能強化型在支診・在支病を採用

できるよう支援の強化が求められると考

えられた。 

 

Ｆ．研究発表 

１．論文発表  

Sun Y, Iwagami M, Inokuchi R, Sakata 

N, Ito T, Taniguchi Y, Yoshie S, 

Tamiya N. Change in the Proportion of 

Death at Home during the COVID-19 

Pandemic and Its Associated Factors in 

the Municipality Level: A Nationwide 

Study in Japan. JMA journal (令和 6年

1月 15日採択通知受理)あり 

 

２．学会発表  

孫瑜、岩上将夫、井口竜太、佐方信夫、伊

藤智子、谷口雄大、吉江悟、田宮菜奈子. 

COVID-19 パンデミックによる在宅死の増

加と関連する要因の検討. 第 82 回日本公

衆衛生学会（2023 年 10 月 31 日―11 月 2

日） 

 

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況（予定を
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なし    
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表 1. 1741自治体の特徴 

 

 平均値 (標準偏差) 中央値 (四分位範囲) 

医療資源*   

病院病床数 2576.1 (2480.7) 2386.6 (0 to 3736.5) 

 一般診療所数 213.7 (213.9) 193.3 (144.9 to 240.0) 
 従来型在宅療養支援診療所・病院数 28.8 (45.5) 20.6 (0 to 40.6) 
 機能強化型在宅療養支援診療所・病院数 6.7 (14.0) 0 (0 to 9.3) 
 訪問看護師数 111.5 (109.4) 100.0 (0 to 168.1) 
介護施設*   

 介護老人福祉施設定員 220.8 (179.1) 179.0 (130.0 to 261.3) 
介護老人保健施設定員 117.4 (133.2) 101.8 (0 to 157.9) 

介護療養型医療施設病床数 10.8 (46.7) 0 (0 to 2.5) 
人口密度 (km2あたりの人口) 1069.2 (2607.4) 189.6 (52.3 to 766.3) 
累積 COVID-19 患者数 † 10.4 (6.9) 8.3 (5.3 to 14.2) 
2019年の在宅死割合 (%) 11.4 (4.9) 11.1 (8.3 to 14.1) 
2019年から 2021 にかけての在宅死割合の絶
対値変化 (%) 

2.9 (5.2) 2.9 (0.7 to 5.0) 

*医療資源と介護施設は各自治体の 65 歳以上の高齢者 10,000人あたりの数を示す  

†累積 COVID-19 患者数は各都道府県人口の 1,000人あたりの数を示す  



 

表 2. 2019年から 2021年にかけての在宅死割合の絶対値変化に関する多変量線形回帰分析の結果 

 

 β係数 95% 信頼区間 P 値 

医療資源*    

病院病床数 −0.19 −0.40 to 0.01 0.066 

 一般診療所数 0.15 −0.05 to 0.34   0.137 
 従来型在宅療養支援診療所・病院数 0.19 0.01 to 0.37  0.041 
 機能強化型在宅療養支援診療所・病院数 0.53  0.34 to 0.71 <0.001 
 訪問看護師数 0.26 0.06 to 0.46  0.011 
介護施設*      
 介護老人福祉施設定員 −0.55 −0.74 to −0.37 <0.001 

介護老人保健施設定員 0.02 −0.17 to 0.20  0.872 
介護療養型医療施設病床数 −0.05 −0.24 to 0.14   0.609 
人口密度 (km2あたりの人口) 0.44 0.21 to 0.67 <0.001 
累積 COVID-19 患者数 † 0.49 0.27 to 0.70 <0.001 
2019年の在宅死割合 (%) −1.24 −1.44 to −1.05 <0.001 

*医療資源と介護施設は各自治体の 65 歳以上の高齢者 10,000人あたりの数を示す  

†累積 COVID-19 患者数は各都道府県人口の 1,000人あたりの数を示す  

すべての変数は標準化した後に解析した。2019 年または 2021 年に在宅死がなかった自治体は除外した
(n = 45). 

  



 

表３.カットオフ値を 2.9％とした場合の在宅死割合の変化に関する多変量ロジスティック回帰分析の結果 

 

 オッズ比 95%信頼区間 P 値 

医療資源*    

病院病床数 0.93 0.82–1.04 0.205 

 一般診療所数 1.26 1.04–1.54  0.021 
 従来型在宅療養支援診療所・病院数 1.01 0.91–1.12  0.865 
 機能強化型在宅療養支援診療所・病院数 1.33  1.19–1.50   <0.001 
 訪問看護師数 1.10  0.98–1.24  0.114 
介護施設*      
 介護老人福祉施設定員 0.82 0.74–0.92 <0.001 

介護老人保健施設定員 0.98  0.88–1.08  0.661 
介護療養型医療施設病床数 0.99 0.89–1.11   0.898 
人口密度 (km2あたりの人口) 1.66 1.34–2.05 <0.001 
累積 COVID-19 患者数 † 1.26 1.11–1.43 <0.001 
2019年の在宅死割合 (%) 0.66 0.59–0.76 <0.001 

*医療資源と介護施設は各自治体の 65 歳以上の高齢者 10,000人あたりの数を示す  

†累積 COVID-19 患者数は各都道府県人口の 1,000人あたりの数を示す  

すべての変数は標準化した後に解析した。2019 年または 2021 年に在宅死がなかった自治体は除外した
(n = 45). 

 

  



 

図１. 総死亡数と在宅死割合の推移 

 

 

図２. 各自治体の 2019年から 2021年にかけての在宅死割合の絶対値変化 

 



 

図３. 在宅療養支援支援診療所・病院と人口密度の相関 

上：従来型在宅療養支援支援診療所・病院、下：機能強化型在宅療養支援支援診療所・病院 
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在宅医療を必要とする患者像の検討と 
地域特性に合わせた在宅医療提供体制の構築に関する研究 

分担研究報告書 
 

COVID-19 パンデミック下での在宅死の増加と関連する要因の検討 
 
 研究分担者 孫瑜 筑波大学医学医療系 助教 
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 研究代表者 田宮菜奈子 筑波大学医学医療系 教授 
   ヘルスサービス開発研究センター  センター長 
 

研究要旨 
背景：COVID-19 パンデミックにより、利用可能な病床の不足と面会制限のために在宅死

が増加した可能性がある。本研究は、COVID-19 パンデミック前後の在宅死の割合の変化

を検討し、関連する因子を明らかにすることを目的とした。 
方法：オープンデータを用いて、2015 年から 2021 年までの全死亡に占める在宅死の割合

を記述した。また、市町村レベルのデータを用いて、2019 年から 2021 年までの在宅死の

割合の増加に関連する要因を検討した。従属変数は、2019 年から 2021 年までの在宅死の

割合の絶対変化とした。独立変数には、各自治体の 2019 年の在宅死割合、高齢者人口あた

りの医療資源および介護施設、人口密度、COVID-19 の累積症例数を用いた。各変数を標準

化し、多変量線形回帰分析を行った。 
結果：2015 年、2019 年、2021 年の在宅死亡の割合はそれぞれ 12.7％、13.6％、17.2％で

あり、COVID-19 パンデミック後に在宅死割合が増加したことが示された。1,696 市町村を

対象とした多変量線形回帰分析では、従来型在宅療養支援診療所・病院（β係数［95％信頼

区間（CI）］、0.19［0.01–0.37］）、機能強化型在宅療養支援診療所・病院（0.53［0.34–0.71］）、
訪問看護師数（0.26［0.06–0.46］）、人口密度（0. 44［0.21–0.67］）、COVID-19 の累積症例

数（0.49［0.27–0.70］）は在宅死の増加と正の関連を示したが、介護老人福祉施設定員の病

床数（-0.55［-0.74–-0.37］）、2019 年の在宅死割合（-1.24［-1.44–-1.05］）は負の関連を示

した。 
結論 ：COVID-19 パンデミック下で、特に人口密度が高く、COVID-19 の累積症例数の多

い地域で在宅死割合が増加した。需要の増加に対して、特に機能強化型在宅療養支援診療

所・病院が重要な役割を果たしたと考えられる。 
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A． 研究目的 
2020 年 1 月 16 日に日本で最初の

COVID-19患者が発生後、流行は拡大し続

け、2021 年末までに 5 回の感染者の増加

を経験し、累積患者数は 170 万人、死亡

者数は 18,000 人となった 1。感染症法で

二類感染症に分類されたことによる病床

や医療職の人員不足により、特に第 4 波

と第 5 波（2021 年 4 月から 9 月まで）に

かけては、医療危機の状態に陥った 2,3。ま

た、ほぼすべての病院や高齢者施設で、面

会者からの感染を防ぐための面会制限が

実施され、2021 年 10 月の調査では、緩和

ケア病棟でさえも 99％が面会制限を実施

していたことが報告されている 4。 
このような状況下で、わが国 5,6 の終末

期医療には変化があったことが報告され

ている。在宅医療を提供する医療施設を対

象としたアンケート調査では、COVID-19
パンデミック後、在宅看取りを希望する患

者や新たに在宅医療を希望する患者が増

加し、特にがん、呼吸器疾患、認知症の患

者が増加したことが示された 5。別の研究

では、COVID-19の患者数が多い都道府県

ほどがん患者の在宅死の割合が高いこと

が示され、COVID-19流行ががん患者の在

宅看取りの需要を高めたことが示唆され

た。 
しかし、これらの研究はアンケートに基

づく研究、またがん患者のみに対象を絞っ

たものであったため、日本全体における死

亡場所の変化を明らかにする必要がある。

さらに、医療資源や人口密度の違いから、

在宅死割合の変化に地域差が存在する可

能性はあるが、COVID-19パンデミック時

の在宅死の増加がどのような要因と関連

しているかを明らかにした研究はこれま

でにない。 
そのため、本研究では、全国データを用

いて 2019 年から 2021 年にかけての在宅

死割合の変化を記述し、この増加に関連す

る地域要因を探索することを目的とした。 
 

B． 研究方法 
データセット 
厚生労働省が公開している、在宅医療に

かかる地域別データ集 7 を用いて市町村

別のデータを入手した。このウェブサイト

では、さまざまな調査データが市区町村ご

とに再集計されており、1,741 の市町村レ

ベルでの高齢者人口、医療・介護施設資源、

在宅死の割合等のデータが含まれている。

我々はこのデータに加えて、医療施設調査

8の元データを用いて、病床数の情報を入

手した。また、各自治体の人口密度は 2020
年の国勢調査 9 から、累積 COVID-19 症

例数は厚生労働省が公開している

COVID-19 感染症情報 2から入手した。 
 
従属変数および独立変数 
在宅死割合は、自宅での死亡を年間の死

亡総数で除した数を示した。2019 年から

2021 年までの自治体別の在宅死割合の絶

対変化を従属変数と定義した。独立変数に

は、各自治体の 2019 年の在宅死割合、医

療資源（病院病床数、一般診療所数、従来

型在宅療養支援診療所・病院数（在支診・

在支病）、機能強化型在支診・在支病数、

訪問看護師数）、介護施設（介護老人福祉

施設定員、介護老人保健施設定員、介護療

養型医療施設病床数）、人口密度、2021 年

12月までのCOVID-19累積症例数を含め
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た。COVID-19の累積症例数に関しては市

町村レベルのデータが入手できなかった

ため、都道府県レベルのデータを用いた。

病院病床数は、病院の総病床数から精神科

病床数を差し引いた数を算出した。人口密

度のみ 2020 年のデータを用い、他の変数

に関しては 2019 年のデータを用いた。医

療資源、介護施設に関しては各自治体の

65 歳以上の高齢者数で除した変数を用い

た。(表中では「高齢者人口 1 万人当たり」

として示されている）。65 歳以上の人口で

除した理由は、(i)死亡の 90％以上が 65 歳

以上で発生していること 10、(ii)訪問診療

の大部分（95％以上）がこの年齢層に対し

て実施されていること 11 ためである。

COVID-19 の累積症例数は各都道府県の

総人口で除した。   
 
統計分析 
まず、全国の 2015 年から 2021 年まで

の総死亡者数と在宅死の割合の推移を調

べ、パンデミック前後の在宅死割合の傾向

を明らかにした。次に、全国の自治体にお

ける 2019 年から 2021 年までの在宅死割

合の絶対値の変化を図示することで、パン

デミック後の在宅死割合の変化の地域差

を示した。その後、1,741 自治体における

各変数の要約統計量を求めた。最後に

2019 年から 2021 年にかけての在宅死割

合の増加と関連する要因を多変量回帰分

析により明らかにした。この分析では、

2019 年または 2021 年に在宅死が発生し

なかった 45 の市町村を除外し、1,696 の

市町村を対象とした。すべての変数につい

て、標準化（平均＝0、標準偏差＝1）した

後に解析を実施した。  

さらに感度解析として、在宅死割合の絶

対変化の中央値をカットオフ値として、自

治体を 2 つのグループ（在宅死割合の増

加が多い群と小さい群）に分類し、ロジス

ティック回帰分析を行った。  
事後解析として、スピアマンの相関係数

を用いて、人口密度と従来型在支診・在支

病数、および人口密度と機能強化型在支

診・在支病数との相関を評価した。  
すべての解析は STATA version 15

（Stata Corp.）を用いて行った。統計的

有意性は p<0.05 とした。 
 
倫理的配慮 
本研究では公開されているデータのみ

を使用したため、倫理的承認は得ていない。 
 

C． 研究結果 
在宅死割合の傾向 
図 1 は、日本における 2015 年から 2021

年までの総死亡数と在宅死亡数の割合の

推移を示したものである。2015 年から

2019 年にかけて、毎年約 20 万人ずつ死

亡者数が増加しており、2020 年に減少し

たが、2021 年には再び増加した。2015 年、

2019 年、2021 年の在宅死の割合はそれぞ

れ 12.5%、13.6%、17.2%であり、2019 年

から2021年にかけて増加したことが示さ

れた。  
 
在宅死割合増加に関する地域差 
2019 年から 2021 年にかけての在宅死

割合の変化を示した図 2 では、東京や大

阪などの大都市圏で在宅死の割合がより

増加していることが示されている。 
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在宅死の増加に関連する要因 
表 1 は、1,741 自治体における各変数の

要約統計量を示している。2019 年または

2021 年に在宅死がなかった自治体を除い

た 1,696 の自治体における在宅死割合の

絶対値変化は正規分布を示し、在宅死割合

の絶対値変化の中央値と平均値はともに

2.9％であった。 
多変量線形回帰分析の結果を表 2 に示

す。従来型在支診・在支病数（β係数［95％
信頼区間（CI）］は 0.19［0.01–0.37］）、機

能強化型在支診・在支病数（0.53［0.34–

0.71］）、訪問看護師数（0.26［0.06–0.46］）、
人口密度（0.44［0.21–0.67]）、COVID-19
の累積症例数（0.49[0.27–-0.70]）は在宅死

割合の増加と正の相関を示したが、介護老

人福祉施設定員数（-0.55[-0.74–-0.37]）と

2019 年の在宅死割合（-1.24[-1.44–-1.05]）
は負の関連を示した。  

カットオフ値を中央値の2.9％としてロ

ジスティック回帰分析を行った結果は、従

来型在支診・在支病と訪問看護数は在宅死

割合の増加と関連を認めず、一般診療所で

正の関連を認めた以外は、主解析と同様の

結果が得られた（表 3）。  
 
人口密度と在支診・在支病の相関 
図 3 は、それぞれ人口密度と従来型在

支診・在支病および機能強化型在支診・在

支病との相関を示している。スピアマンの

相関係数はそれぞれ 0.32（p＜0.001）と

0.49（p＜0.001）であり、人口密度と機能

強化型在支診・在支病の間に中程度の相関

があることが示された。  
 

D．考察 

本研究は、日本における COVID-19 パ

ンデミック時の在宅死のトレンドを明ら

かにし、在宅死の増加に関連する地域要因

を特定した初めての全国レベルの研究で

ある。本研究の結果から、在宅死の増加と

従来型在支診・在支病、機能強化型在支診・

在支病、訪問看護師数、人口密度、および

COVID-19 の累積症例数との間に正の関

連が認められた。逆に、介護老人福祉施設 

定員数と2019年の在宅死の割合との間に

は負の関連が認められた。  
COVID-19 パンデミック時に在宅死割

合が増加したという本研究の結果は、在宅

医療を提供する医療機関を対象に実施さ

れたアンケート調査に基づく先行研究 5

の結果と一致している。今回のデータでは

これらの死亡の原因を特定することはで

きないが、COVID-19 に関連する死亡は

2021 年の全死亡の約 1％と報告されてい

ることから 12、COVID-19 に直接起因す

る在宅死亡の割合が大幅に増加する可能

性は低いと考えられる。先行研究で報告さ

れているように、病床不足や入院施設の面

会制限により、希望する看取りの場所が変

化した影響が大きかった可能性が考えら

れる 5,6。 
地域差については、特に都市部で在宅死

の割合の顕著な増加が観察され、多変量解

析では、この増加と人口密度との関連が示

された。これは、都市部の方が概して

COVID-19 の感染者がより多く 1,13、在宅

看取りに対する需要がより増加したこと

に加え、在宅看取りを提供できる医療資源

が都市部により多く存在するなどの供給

要因による影響もあると考えられる。 
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在支診・在支病数や訪問看護師数などの

在宅医療資源が在宅死割合の増加と関連

するという本研究の知見は、COVID-19パ

ンデミック前に実施された先行研究 14,15

と一致している。しかし、本研究では、従

来型在支診・在支病と機能強化型在支診・

在支病を区別し、機能強化型在支診・在支

病の方がより強い関連性を示した。さらに、

ロジスティック回帰分析では、機能強化型

在支診・在支病のみが在宅死割合の増加と

関連していた。この違いの原因として、従

来型在支診・在支病は外来診療の延長とし

てソロプラクティスの医師が在宅医療を

実施していることが多く 16、在宅医療の提

供を拡大することが難しいことが考えら

れる。反対に、最低 3 人の常勤医師を必要

とする機能強化型在支診・在支病は、パン

デミック時に比較的柔軟に在宅医療の提

供や看取り数を拡大することが可能であ

った可能性が考えられる。  
介護老人福祉施設定員数が在宅死の増

加と負の相関を認めたという本研究の結

果は、先行研究 14,15と一致している。3 つ

の介護施設のうち、介護老人福祉施設のみ

が在宅死の増加と負の関連を示したが、こ

の結果は介護老人福祉施設がより介護ニ

ーズの高い患者を受け入れており、最も定

員数が多いという事実から説明できる 17 。 
今回のパンデミックは、病院での治療が

受けられない患者や、終末期医療を受ける

場所として在宅を希望した患者に対応す

るために、十分な在宅医療の資源を確保す

ることの重要性も強調された。しかし、本

研究の結果から、在宅医療資源、特に機能

強化型在支診・在支病においては、人口密

度によって格差があることが示された。人

口密度が低い地域は、住宅が点在している

ため、患者の自宅間を移動するのに時間が

かかり、対応できる患者数が制限されるた

め訪問診療が不利な状況である 16。その結

果、終末期医療において重要な役割を果た

す機能強化型在支診・在支病が少なくなっ

ていると考えられる。パンデミックのよう

な状況下で在宅医療の役割を強化するた

めには、人口密度に応じた機能強化型在支

診・在支病への加算の導入など、政策的な

検討が必要であろう。  
本研究にはいくつかの限界がある。第一

に、「在宅死」の分類には、患者の自宅だ

けでなく、認知症グループホームやサービ

ス付き高齢者向け住宅も含まれるが、人口

動態統計には詳細な死亡場所の分類がな

いため、区別できなかった 18。また、「在

宅死」は必ずしも在宅医療を受けたことを

示すものではなく、自殺、殺人、予期せぬ

突然死も含まれる。しかし、このような外

因による死亡は在宅死全体の約6%に過ぎ

ないと報告されている 19 ことから、本研

究結果への影響は大きくないと考える。第

二に、近隣の自治体の医療資源や介護施設

の影響については考慮することができな

かった。第三に、患者や家族の希望、社会

経済的要因など、測定不能な交絡因子が存

在する可能性がある。第四に、今回の知見

は観察データに基づくものであったため、

因果関係を明らかにすることは困難であ

った。しかし、パンデミック前の調査 20で

は、在宅死を希望する人が自治体の人口規

模によって大きな差がないということが

報告されており、パンデミック中は全国的

に面会制限が実施されたこと 5から、全国

的に在宅での看取りを希望する人がパン
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デミック中に増加したことが示唆される。

従って、在宅医療資源の供給要因が、より

在宅死の増加に関連したと考えるのが妥

当であろう。 
 
E．結論 
結論として、本研究では全国の COVID-

19 パンデミック期前後のデータを用いて、

2019 年以降に在宅死の割合が増加したこ

とを示した。特に人口密度が高く、

COVID-19の累積症例数が多く、在宅医療

の資源が充実している地域で特に増加が

顕著であった。また、在宅死の増加に最も

影響する要因であった機能強化型在支診・

在支病と人口密度の間に中程度の相関が

みられた。人口密度の低い地域が在宅医療

の面で不利な立場にあることを考えると、

特異的な状況の時に全国的に在宅医療の

役割を強化するためには、人口密度を考慮

した政策立案も検討される。 
 

Ｆ．研究発表 
１．論文発表  
Sun Y, Iwagami M, Inokuchi R, Sakata 
N, Ito T, Taniguchi Y, Yoshie S, Tamiya 
N. Change in the Proportion of Death at 
Home during the COVID-19 Pandemic 
and Its Associated Factors in the 
Municipality Level: A Nationwide Study 
in Japan. JMA journal (令和 6 年 1 月 15
日採択通知受理)あり 
 
２．学会発表  
孫瑜、岩上将夫、井口竜太、佐方信夫、伊

藤智子、谷口雄大、吉江悟、田宮菜奈子. 
COVID-19 パンデミックによる在宅死の

増加と関連する要因の検討. 第 82 回日本

公衆衛生学会（2023 年 10 月 31 日―11 月

2 日） 
 
Ｇ．知的財産権の出願・登録状況（予定を

含む） 
１．特許取得 
なし    
２．実用新案登録 
なし  
３．その他 
なし     
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表 1. 1741 自治体の特徴 
 

 平均値 (標準偏差) 中央値 (四分位範囲) 
医療資源*   
病院病床数 2576.1 (2480.7) 2386.6 (0–3736.5) 

 一般診療所数 213.7 (213.9) 193.3 (144.9–240.0) 
 従来型在宅療養支援診療所・病院数 28.8 (45.5) 20.6 (0–40.6) 
 機能強化型在宅療養支援診療所・病院数 6.7 (14.0) 0 (0–9.3) 
 訪問看護師数 111.5 (109.4) 100.0 (0–168.1) 
介護施設*   
 介護老人福祉施設定員 220.8 (179.1) 179.0 (130.0–261.3) 
介護老人保健施設定員 117.4 (133.2) 101.8 (0–157.9) 
介護療養型医療施設病床数 10.8 (46.7) 0 (0–2.5) 
人口密度 (km2あたりの人口) 1069.2 (2607.4) 189.6 (52.3–766.3) 
累積 COVID-19 患者数† 10.4 (6.9) 8.3 (5.3–14.2) 
2019 年の在宅死割合(%) 11.4 (4.9) 11.1 (8.3–14.1) 
2019 年から 2021 にかけての在宅死割合の

絶対値変化(%) 
2.9 (5.2) 2.9 (0.7–5.0) 

*医療資源と介護施設は各自治体の 65 歳以上の高齢者 10,000 人あたりの数を示す  
†累積 COVID-19 患者数は各都道府県人口の 1,000 人あたりの数を示す  
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表 2. 2019 年から 2021 年にかけての在宅死割合の絶対値変化に関する多変量線形回帰分析の結果 
 

 β係数 95% 信頼区間 P 値 
医療資源*    
病院病床数 −0.19 −0.40–0.01 0.066 

 一般診療所数 0.15 −0.05–0.34   0.137 
 従来型在宅療養支援診療所・病院数 0.19 0.01–0.37  0.041 
 機能強化型在宅療養支援診療所・病院数 0.53  0.34–0.71 <0.001 
 訪問看護師数 0.26 0.06–0.46  0.011 
介護施設*      
 介護老人福祉施設定員 −0.55 −0.74–−0.37 <0.001 
介護老人保健施設定員 0.02 −0.17–0.20  0.872 
介護療養型医療施設病床数 −0.05 −0.24–0.14   0.609 
人口密度 (km2あたりの人口) 0.44 0.21–0.67 <0.001 
累積 COVID-19 患者数 † 0.49 0.27–0.70 <0.001 
2019 年の在宅死割合 (%) −1.24 −1.44–−1.05 <0.001 

*医療資源と介護施設は各自治体の 65 歳以上の高齢者 10,000 人あたりの数を示す  
†累積 COVID-19 患者数は各都道府県人口の 1,000 人あたりの数を示す  
すべての変数は標準化した後に解析した。2019 年または 2021 年に在宅死がなかった自治体は除外した

(n = 45). 
. 
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表 3.カットオフ値を 2.9％とした場合の在宅死割合の変化に関する多変量ロジスティック回帰分析の

結果 
 

 オッズ比 95%信頼区間 P 値 
医療資源*    
病院病床数 0.93 0.82–1.04 0.205 

 一般診療所数 1.26 1.04–1.54  0.021 
 従来型在宅療養支援診療所・病院数 1.01 0.91–1.12  0.865 
 機能強化型在宅療養支援診療所・病院数 1.33  1.19–1.50   <0.001 
 訪問看護師数 1.10  0.98–1.24  0.114 
介護施設*      
 介護老人福祉施設定員 0.82 0.74–0.92 <0.001 
介護老人保健施設定員 0.98  0.88–1.08  0.661 
介護療養型医療施設病床数 0.99 0.89–1.11   0.898 
人口密度 (km2あたりの人口) 1.66 1.34–2.05 <0.001 
累積 COVID-19 患者数† 1.26 1.11–1.43 <0.001 
2019 年の在宅死割合(%) 0.66 0.59–0.76 <0.001 

*医療資源と介護施設は各自治体の 65 歳以上の高齢者 10,000 人あたりの数を示す  
†累積 COVID-19 患者数は各都道府県人口の 1,000 人あたりの数を示す  
すべての変数は標準化した後に解析した。2019 年または 2021 年に在宅死がなかった自治体は除外した

(n=45). 
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図 1. 総死亡数と在宅死割合の推移 

 

 
図 2. 各自治体の 2019 年から 2021 年にかけての在宅死割合の絶対値変化 
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図 3. 在宅療養支援支援診療所・病院と人口密度の相関 
上：従来型在宅療養支援支援診療所・病院、下：機能強化型在宅療養支援支援診療所・病院 
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令和 5 年度厚生労働科学研究費補助金 
（地域医療基盤開発推進研究事業研究事業）

在宅医療を必要とする患者像の検討と

地域特性に合わせた在宅医療提供体制の構築に関する研究

分担研究報告書

「在宅医療を必要とする患者像の検討と地域特性に合わせた

在宅医療提供体制の構築に関する研究」における総括的示唆

研究分担者 伊藤智子 筑波大学医学医療系 助教

研究分担者 孫瑜 筑波大学医学医療系 助教

研究分担者 佐方信夫 筑波大学医学医療系 客員准教授

研究協力者 吉江悟 筑波大学医学医療系 研究員

研究分担者 飯島勝矢 東京大学高齢社会総合研究機構 教授

研究分担者 川越雅弘 埼玉県立大学大学院保健医療福祉学研究科 教授

研究分担者 石崎達郎 東京都健康長寿医療センター研究所 研究部長

研究代表者 田宮菜奈子 筑波大学医学医療系 教授／

ヘルスサービス開発研究センター センター長

研究要旨

背景：研究期間最終年度にあたり、本研究課題に対する総括的示唆を得ることを目的に、在

宅医療の現状の実態把握と今後の在宅医療における必要な施策を検討する視点等から、在

宅医療や高齢者医療に関する深い知見を有する有識者で、多角的な議論を行った。 

方法：2023 年 10 月 23 日(月)15 時～16 時半に、Zoom にて研究班会議を開催し、本研究班

におけるこれまでの研究成果を元にディスカッションを行った。研究成果の報告 

は、孫分担研究者よりデータ分析結果について、伊藤分担研究者よりレビュー結果およびヒ

アリング調査結果について行われた。各報告の後、参加者より成果に関する質問がなされ

た。また参加者より各自視点に基づいた見解が述べられた。 

結果：在宅医療は、高齢化社会における持続可能な医療システムを構築する上で極めて重要

である。しかし、その普及と効果的な実施には多くの課題が残っている。リスクスコアリン

グシステムの精度向上や地域間格差の是正、機能強化型在宅医療の拡充が必要とされてい

る。また、効率的な医療資源の活用と患者満足度の両立には、各職種の役割の再定義と多職

種連携が不可欠であり、家族の負担や経済的アクセスも考慮しながら支援を強化すべきで

ある。地域包括ケアシステムの進化を目指し、地域ごとの柔軟なアプローチと小規模プロジ

ェクトを取り入れることで、実践的な医療介護連携のモデルを形成できると期待される。今

後、在宅医療の持続可能な発展には、地域間連携の強化と各ステークホルダーとの連携によ
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る具体的な行動計画の策定が必要である。医療サービスの経済的アクセス改善や情報共有

システムの整備を進めることで、効率的かつ質の高い在宅医療の普及が期待される。 

結論：在宅医療を取り巻く複雑な課題に対処するため、ステークホルダーと連携し、具体的

な行動計画を策定することが求められる。 

A． 研究目的 
本研究課題「在宅医療を必要とする患者

像の検討と地域特性に合わせた在宅医療

提供体制の構築に関する研究」においては、

①データ分析、②実態調査、③レビューの

3点を研究の軸として、在宅医療を必要と

する対象者の明確化などを通して、我が国

の在宅医療における課題と解決方法の検

討を行うこととしている。本件では研究期

間最終年度にあたり、各研究参画者より本

研究課題に対する総括的示唆を得ること

を目的として、上記 3点に基づく研究成果

の報告を行い、有識参加者から研究成果や

今後の在宅医療において必要な視点を共

有すべく会議を行った。 

 

B． 研究方法 

2023 年 10 月 23 日(月)15 時～16 時半

に、Zoom にて研究班会議を開催し、本研

究班におけるこれまでの研究成果を元に

ディスカッションを行った。参加者は、以

下のとおりである。 

＜研究代表者＞ 

・田宮 菜奈子（筑波大学・医学医療系・

教授） 

＜研究分担者・協力者＞ 

・佐方 信夫（筑波大学・医学医療系・客

員准教授） 

・飯島 勝矢（東京大学・高齢社会総合研

究機構・教授） 

・川越 雅弘（埼玉県立大学・大学院保健

医療福祉学研究科・教授） 

・石崎 達郎（東京都健康長寿医療センタ

ー研究所・研究部長） 

・吉江 悟（筑波大学・医学医療系・研究

員、ビュートゾルフ柏・管理者、訪問看護

師） 

・孫 瑜（筑波大学・医学医療系・助教） 

・伊藤 智子（筑波大学・医学医療系・助

教） 

 

C． 研究結果 

研究班会議での発言を元に以下のとお

り、総括的示唆をまとめた。 

 

在宅医療の評価とスコアリングシステム 

在宅医療は高齢化社会における医療シス

テムの持続可能性を支える重要な要素で

ある。研究では、在宅酸素療法、要介護度、

悪性腫瘍にポイントを割り当てるスコア

リングシステムが用いられており、この重

み付けは分析結果に基づいているが、在宅

酸素療法や悪性腫瘍の評価における重み

が結果に与える影響に対するさらなる検

討が必要である。リスクスコアの精度を高

めるために、ポジティブプレディクティブ

バリューやネガティブプレディクティブ

バリューなどの統計指標を提供すること

が求められている。これによりスコアリン

グシステムの精度と実用性が評価される

と考えられた。 
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地域間格差と在宅医療のリーチ 

過疎地域や一部の自治体では、医療資源

の不足が在宅医療の普及を阻む要因にな

っている。山武市では、75 歳以上で要介

護度 4～5の人々の訪問診療受診率が著し

く低いことが問題視されている。この問題

に対して、医療スタッフ不足や医療提供体

制の地域差が大きく影響している可能性

があると指摘された。特に山武市では在宅

医療が不十分であり、つくば市や柏市と比

べて訪問診療受診率が低い。医療資源の偏

在が主な要因であり、医療ニーズへのアク

セスが限定されている。つくば市や柏市で

は在宅医療が良好に機能し、地域戦略や資

源配分がサービス提供に反映されている

とみられた。こうした地域差を縮小し、質

の高い在宅医療を提供するために、地域間

の連携強化ということで成功例の戦略を

共有し、地域全体の医療の質の向上を図る

必要があると指摘された。 

 

機能強化型在宅医療の展開と課題 

機能強化型在宅支援診療所は診療所全体

の約 2割しか届出をしておらず、高基準と

厳しい要件が原因とされるが、機能強化型
の届出をしている医療機関は高い効果を

示している。しかし、広く展開するには多

くの障壁があると考えられており、機能強

化型在宅支援診療所の普及に向けては多

くの医療機関が機能強化型在宅支援診療

所・病院を採用できるよう支援の強化が必

要と考えられた。 

 

海外事例の取り込みと多職種連携 

フランスでは医師による訪問診療が減少

する一方で、重篤な患者を自宅で治療する

「在宅入院」という仕組みが広がっている

傾向がある（令和 3年度分担報告書参照）。

これは医療リソースの効率的な利用と患

者の QOL向上の両方を目指すものであり、

訪問診療の減少と在宅入院の隆盛に相関

関係があるとされている。また、アメリカ

では医療費のカバレッジが課題であり、

Medicare による給付・助成が限定的で訪

問診療が困難な実態がある。医師による訪

問診療といったサービスは限られがちだ

が、患者の満足度や生活の質の向上が依然、

課題であり、一概にこうした仕組みの取り

込みには検討を要する。 

 

在宅医療における家族の負担 

在宅医療では、患者や家族が負担するコス

トも重要である。日本では在宅治療が病院

治療に比べ経済的な負担が低い場合が多

いが、家族の時間的・精神的負担が増大す

るという問題がある。在宅医療の施策運営

側がこれらの負担をどのように評価し支

援するかが今後の課題であり、家族の介護

負担や経済的制約などの消極的な要素を

理解し、適したサポートを提供することが

在宅医療普及の鍵となる。 

 

地域包括ケアの進化 

地域の実態に基づく取り組みを目指す地

域包括ケアシステムにおいては、地域ごと

の実態に合わせた柔軟なアプローチが求

められるが、医療資源が限られた地域では

多職種連携が不可欠である。また、エリア

や関係者の限られた小規模プロジェクト

や地域主導の取り組みは住民のニーズに
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密着し、参加しやすいという利点がある。

地域包括ケアシステムを構築する上で、小

規模で効率的なアプローチをどのように

取り入れるかは重要な議論の部分である。

市町村レベルでの先進事例を取り上げる

ことで、医師会主導の大型プロジェクトだ

けでなく、実際に地域のニーズに応じた取

り組みがどのように形成されているかの

理解を深め、地域における実践的な医療介

護連携のモデルを実現化していくことが

期待される。 

 

D．考察 

今回、提案された内容を元に今後の展望を

考察する。 

「地域差の理解と対応」地方行政機関は、

医療資源の差を明確にし、在宅医療が適切

に提供されるように医療計画を策定する

ことが必要である。 

「家族介護力のサポート強化」在宅医療

の利用においては、家族による支援が必

要であることがヒアリング調査より明ら

かとなっており、スムーズな在宅医療の

導入を目指す上では、家族負担を軽減す

るリソースと家族介護を支援するプログ

ラムを拡充する必要がある。 

「施設と在宅の連携強化」在宅医療と施

設ケアのシームレスな連携を促進し、情報

共有システムを整備することが必要であ

る。 

「経済的アクセスの改善」対象者の経済
的状況等も考慮したサービスの内容の検
討が求められる。 

以上、在宅医療を取り巻く複雑な課題に対

処するため、ステークホルダーと連携し、

具体的な行動計画を策定することが求め

られる。 

 

E．結論 

在宅医療は、高齢化社会における持続可能

な医療システムを構築する上で極めて重

要である。しかし、その普及と効果的な実

施には多くの課題が残っている。リスクス

コアリングシステムの精度向上や地域間

格差の是正、機能強化型在宅医療の拡充が

必要とされている。 

また、効率的な医療資源の活用と患者満

足度の両立には、各職種の役割の再定義と

多職種連携が不可欠であり、家族の負担や

経済的アクセスも考慮しながら支援を強

化すべきである。地域包括ケアシステムの

進化を目指し、地域ごとの柔軟なアプロー

チと小規模プロジェクトを取り入れるこ

とで、実践的な医療介護連携のモデルを形

成できると期待される。 

今後、在宅医療の持続可能な発展には、

地域間連携の強化と各ステークホルダー

との連携による具体的な行動計画の策定

が必要である。医療サービスの経済的アク

セス改善や情報共有システムの整備を進

めることで、効率的かつ質の高い在宅医療

の普及が期待される。 

 

Ｆ．研究発表 

１．なし 

 

２．学会発表  

 なし 

 

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況（予定を

含む） 
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１．特許取得 

なし    

２．実用新案登録 

なし  

３．その他 

なし     

- 32 -



                                                                                           
                                                                                                 

研究成果の刊行に関する一覧表 
                                                                                                 
      書籍                                                                                        

 著者氏名  論文タイトル名 書籍全体の 
 編集者名 

 書 籍 名 出版社名  出版地 出版年  ページ 

該当なし        
 
                                                                                                 
      雑誌                                                      

  発表者氏名   論文タイトル名  発表誌名   巻号  ページ   出版年 

Kawamura C, Iwa
gami M, Sun Y, 
Komiyama J, Ito 
T, Sugiyama T, B
ando H, Tamiya 
N 

Factors associated with 
non-participation in brea
st cancer screening: An
alysis of the 2016 and 
2019 Comprehensive Su
rvey of Living Conditio
ns in Japan. 

Breast Cancer 30（6） 952-964 2023 

      Sun Y, Iwagami 
M, Inokuchi R, 
Sakata N, Ito T, 
Taniguchi Y, Yos
hie S, Tamiya N. 

Change in the Proportio
n of Death at Home du
ring the COVID-19 Pan
demic and Its Associate
d Factors in the Munici
pality Level: A Nation
wide Study in Japan. 

JMA journal. 7（2） 213-221 2024 

 



 
令和６年５月１５日 

厚生労働大臣 殿                                      
     
                                                                                            
                   
                              機関名 国立大学法人筑波大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 永田 恭介     
 

   次の職員の令和５年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 
１．研究事業名 地域医療基盤開発推進研究事業 

２．研究課題名 在宅医療を必要とする患者像の検討と地域特性に合わせた在宅医療提供体制の構築に関

する研究 

３．研究者名  （所属部署・職名）医学医療系・教授、ヘルスサービス開発センター・センター長                                

    （氏名・フリガナ） 田宮 菜奈子 （タミヤ ナナコ）                                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 

 ■   □ □ 筑波大学  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名称：                 ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ
ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 
当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                   

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                  

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                   

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                  

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 

 



 
令和６年５月１５日 

厚生労働大臣 殿                                      
     
                                                                                            
                   
                              機関名 国立大学法人筑波大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 永田 恭介     
 

   次の職員の令和５年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 
１．研究事業名 地域医療基盤開発推進研究事業 

２．研究課題名 在宅医療を必要とする患者像の検討と地域特性に合わせた在宅医療提供体制の構築に関

する研究 
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   次の職員の令和５年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 

１．研究事業名 地域医療基盤開発推進研究事業 

２．研究課題名 在宅医療を必要とする患者像の検討と地域特性に合わせた在宅医療提供体制の構築に関

する研究 

３．研究者名  （所属部署・職名）   大学院保健医療福祉学研究科・教授                               

    （氏名・フリガナ）   川越 雅弘・カワゴエ マサヒロ                               

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 

 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名

称：                   ） 

 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ

ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
 



 
令和 ６年 ３月１８日 

厚生労働大臣 殿                                      
     
                                                                                            
                   
                              機関名 東京都健康長寿医療センター 

 
                      所属研究機関長 職 名 理事長 
                                                                                      
                              氏 名 鳥羽 研二          
 

   次の職員の令和５年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 

１．研究事業名 地域医療基盤開発推進研究事業 

２．研究課題名 在宅医療を必要とする患者像の検討と地域特性に合わせた在宅医療提供体制の構築に関

する研究 

３．研究者名  （所属部署・職名） 東京都健康長寿医療センター研究所・研究部長          

    （氏名・フリガナ） 石崎達郎（イシザキタツロウ）                  

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 

 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名

称：                   ） 

 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ

ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：              ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：             ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：              ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：              ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
 



 
2024年  3月  15日 

厚生労働大臣 殿                                      
     
                                                                                            
                   
                              機関名 国立研究開発法人 
                                 国立長寿医療研究センター 

 
                      所属研究機関長 職 名 理事長 
                                                                                      
                              氏 名 荒井 秀典     
 

   次の職員の令和５年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 

１．研究事業名 地域医療基盤開発推進研究事業 

２．研究課題名 在宅医療を必要とする患者像の検討と地域特性に合わせた在宅医療提供体制の構築に関

する研究 

３．研究者名  （所属部署・職名） 老年社会科学研究部・研究員                                 

    （氏名・フリガナ） 金 雪瑩 （キン セツエイ）                                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 

 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名称：                 ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ

ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
 



 
令和６年５月１５日 

厚生労働大臣 殿                                      
     
                                                                                            
                   
                              機関名 国立大学法人筑波大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 永田 恭介     
 

   次の職員の令和５年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 
１．研究事業名 地域医療基盤開発推進研究事業 

２．研究課題名 在宅医療を必要とする患者像の検討と地域特性に合わせた在宅医療提供体制の構築に関

する研究 

３．研究者名  （所属部署・職名）医学医療系・助教                                

    （氏名・フリガナ） 伊藤 智子 （イトウ トモコ）                                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 

 ■   □ □ 筑波大学  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名称：                 ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ
ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 
当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                   

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                  

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                   

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                  

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 

 



 
令和６年５月１５日 

厚生労働大臣 殿                                      
     
                                                                                            
                   
                              機関名 国立大学法人筑波大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 永田 恭介     
 

   次の職員の令和５年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 
１．研究事業名 地域医療基盤開発推進研究事業 

２．研究課題名 在宅医療を必要とする患者像の検討と地域特性に合わせた在宅医療提供体制の構築に関

する研究 

３．研究者名  （所属部署・職名） 医学医療系 助教                                

    （氏名・フリガナ） 孫 瑜 （ソン ユ）                                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 

 ■   □ □ 筑波大学  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名称：                 ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ
ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 
当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                   

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                  

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                   

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                  

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 

 


